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要   約： 

我が国では、国内コンテンツの海外進出を国家戦略の１つとして位置付けた「クールジャパン

政策」を推進している。しかし、「Japanese Cuisine」に関しては、既に日本人以外の手で、日

本人が想像もつかない形で海外市場に於いて普及している。これらが市場に於いて淘汰されずに

存在し続けているからには、そこには何らかの合理的な理由がある筈である。 

筆者自身も実体験ならびに調査を経て、「日本の日本食（Japanese Cuisine in Japan）」と

「Japanese Cuisine in U.K.」および「la cuisine japonaise en France（Japanese Cuisine in 

France）」との間には大きな違いがあるものと確信した。本研究では、これらの料理体系の「発

生と普及」の要因が一体何であるかを明らかにすることを試みる。 

本論のリサーチクエスチョンは次の通りである。すなわち「何故、欧州に於いて、日本には無

い『Japanese Cuisine』が発生し、普及したのか」である。これに対する仮説は次の通りである。

尚、研究の制約上、欧州の中でもイギリス、フランスの２国を対象とした。 

仮説の１つは、「イギリス、フランス共に、日本人の感性や日本食の専門性に囚われることな

く、マーケットを見据えてローカルなテイストに適合した味の構成を持つ『Japanese Cuisine』

を生み出した」というものであり、この仮説を検証する為に、第２章では、自然科学的分析手法

を用いる。先ずは、味覚センサー分析を行い、イギリスおよびフランスの「Japanese Cuisine」

についてそれぞれの呈味を客観化させる。次に、液体クロマトグラフィ分析を行い、イギリス、

フランスおよび日本の「Japanese Cuisine」に関する結果を比較し、「日本の日本食とは異なる

『Japanese Cuisine』の呈味の正体」を明らかにする。 

もう１つの仮説は、「イギリス、フランス共に、料飲接遇マーケットに於いて、上記『Japanese 

Cuisine』の定着後、継続的に英仏マーケットのニーズに徐々に適合させた」というものである。

この仮説を検証する為に、第３章では、社会科学的分析手法を用いる。先ずは、イギリスおよび

フランスそれぞれに於いて「Japanese Restaurant」の大手３社が、それぞれの国の外食市場全

体の成長と比較しても、非常に高い成長実績を有するレストランであることを示す。次に、過去

約 10 年分のメニュー表を用いて、通常メニューの変遷を調査し、長期間継続して存在し続けて

いる商品を明示する。そして、それらのロングセラーを対象に価格変動分析を行う。最後に、店

舗の立地情報ならびに各地域の人口統計情報を用いて店舗展開分析を行う。以上により、イギリ

スおよびフランスの「Japanese Cuisine」が、それぞれ近年の相対的な商品変化が少ない状態で

普及していることを証明する。 

分析の結果、イギリスおよびフランスの「Japanese Cuisine」について味が客観化され、英仏

における「Japanese Cuisine」の呈味が、旨味と酸味の相対量において、日本の日本食とは大き

く異なることが示された。また、その構成は、イギリスおよびフランスに於ける普遍的な嗜好性

の一端と云える、欧州のワインビネガー（ぶどう酢）と強い近似を示すことが明らかになった。

さらに、イギリスおよびフランスに於ける「Japanese Restaurant」の最大手が、メニュー構成

及び価格を消費者ニーズに対応させ、継続的且つ柔軟に変動させていること、また、需要の安定

した商品を、全期間において同一メニュー名を用いて、物価連動的な価格で提供し続けていたこ

とを明らかにした。 

 以上より、「Japanese Cuisine in U.K.」および「la cuisine japonaise en France（Japanese 
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Cuisine in France）」は、「日本の日本食（Japanese Cuisine in Japan）」とは全く異なる料理体

系であり、且つ、その違いこそがイギリスおよびフランスに於ける「Japanese Cuisine」の受容

性の根幹の一端であることが明らかになった。 

以上の分析に基づき、英仏における「Japanese Cuisine」を提供するRestaurantの大半が「日

本の日本食」のショールームの役割を果たしておらず、我が国の農産物の輸出促進を目的とした

政策策定においては、「Japanese Cuisine」と「日本食」を同値化すべきでないと提言する。ま

た、日本における「日本食」の体系的な定義と、その定義に際して、関連する各種用語・名称に

関して知的財産権等の権利関係の整理が必要と提言する。 
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